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を
行
お
う
と
す
る
場
合
の
条
件
を
定

局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
の
各
欄
に
記

載
す
る
た
め
の
コ
ー
ド
表
(
無
線
局
の
目

的
コ
!
ド
及
び
通
信
事
項
コ
!
ド
を
除

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(
同
二
六
 

O
無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線

定
に
よ
り
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
等
並
び
に

そ
の
記
録
及
び
提
出
の
方
法
を
定
め
る
件

l

l

局
事
項
書
の
無
線
局
の
目
的
コ
�
 ド
の
楠

及
び
通
信
事
項
コ
�
 ド
の
欄
に
記
載
す
る

た
め
の
コ
ー
ド
表
を
定
め
る
件
の
一
部
を

O
及
び
同
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
事
業

計
画
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
特
に
公
表

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
事
項
を
定
め
る

件
(
同
二
七

O
)

放
送
法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
の

験
の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件

項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
と
き
を
定
め
る
等
の
件

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
総
務
大
臣

が
告
示
す
る
事
項
を
定
め
た
件
の
一
部
を

改
正
す
る
件
(
向
二
六
二
)

規
定
に
基
づ
く
認
定
基
幹
放
送
事
業
者

(
協
会
及
び
学
園
を
除
く
。
)
の
事
業
計
画

書
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
事
項
を
定
め

の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
二
五
三
)

る
件
(
同
二
七
二

(
同
二
七
八
)

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
二
十
条
及

O
び
別
表
第
七
号
第
三
の
一
二

ωの
規
定
に
基

づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検

の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試

験
の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件

(
同
二
七
九
)
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一
平
成
二
十
七
年
十
…
科
三
日
及
び
そ
の
後
笈
年
ご
と
の
十
一
一
月
一
日
と
す
る
。
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総
務
省
告
示
第
二
活
七
十
六
号
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す
る
。

ニ
テ
ィ
放
送
を
行
う
滋
上
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て
同
時
に
有
効
期
間
械
が
満
了
す
る
よ
う
総
務
大
院
が
別
に
告
示
で
定
め

る
日
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
臼
か
ら
施
行
す
る
。

な
れ
州
、
平
成
七
年
制
開
山
政
小
窓
口
ポ
第
百
九
十
八
口
守
(
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
行
う
放
送
筋
に
つ
い
て
邸
内
降
に
有
効
期
限

が
満
了
す
る
よ
う
郵
政
大
臣
が
倒
的
に
俊
一
爪
で
定
め
る
臼
を
定
め
る
件
)
は
、
平
成
二
十
三
年
六
汚
二
十
九
日
限
り
機
止

ー
一
後
波
法
施
行
緩
別
問
(
昭
和
一
一
十
五
停
電
波
数
理
委
長
会
綴
制
約
第
十
四
号
)
第
間
間
十
三
条
の
一
日
一
第
一
環
の
綴
定
に
義
づ

第
一
き
‘
基
幹
放
送
局
の
事
業
計
額
の
愛
媛
の
編
出
に
関
す
る
務
壌
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
二
十
臼
か

山
川
一
な
お
、
昭
和
五
十
…
年
臨
時
政
省
告
示
第
二
綴
十
七
号
(
放
送
潟
の
世
券
業
計
磁
の
変
更
の
開
続
出
叫
に
隠
す
る
事
項
)
同
体
、

登
録
検
点
篠
崎
噌
世
帯
業
者
等
規
則
(
一
平
成
九
年
都
政
省
令
第
七
ふ
ー
ん
ハ
努
)
第
十
五
条
第
十
一
符
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
の

生
命
又
は
身
体
の
耐
火
金
の
確
保
の
た
め
そ
の
漉
政
な
運
用
の
務
削
除
が
必
要
な 
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無
線
局
を
次
の
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う
に
定
め
、
一
平
成
二
十
五
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六
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一
二
十
日
か
ら
適
用
す
る
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か
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抑
制
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検
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総
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方
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総
出
俊
援
す
る
事
項
は
、
無
線
開
均
免
許
手
続
規
則
〈
昭
如
和
二
十
五
年
電
波
滋
寝
袋
険
会
規
刻
第
十
夜
間
巧
〉
綴
六
条
第

一
一
駁
各
吟
、
第
二
項
各
号
、
第
一
一
一
演
窓
口
号
、
第
五
項
各
録
、
第
六
項
各
号
又
は
第
七
税
収
合
符
に
掲
げ
る
事
項
〈
日
本
放

二
機
注
す
る
。
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放送

編集

月
の

十

放語� 

す関

変項� 

て
新

しミ

た
も
の

。
総
務
省
北
開
示
第
二
百
七
十
七
回
吟

項
な
除
く
。
〉
の
変
更
に
係
る
楽
演
と
し
、
持
続
出
は
、
次
の
衰
の
上
織
の
区
分
に
従
い
、
照
表
の
下
欄
に
潟
げ
る
縫
出
書

類
に
、
そ
の
与
し
一
遜
を
添
え
て
幾
務
な
く
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日

一

平

成

二

十

五

年

六

月

二

十

九

日

総

務

大

級

片

山

善

待

法
務
」
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
忘
年
六
月
三
十
日 

か
ら
遜
胤
す
る
。
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波
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行
規
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〈
昭
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二
十
五
年
電
波
滋
場
委
員
会
規
則
第
十
関
脇
勺
〉
第
八
条
第
一
壌
の
綴
ゆ
え
に
基
づ
き
、
コ
ミ
ュ

。
総
務
省
俊
一
木
第
二
一
路
七
十
五
号

律
第
百
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十
六
勾
〉
然
一
一
一
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
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下
「
務
磁
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と
い
う
。
)
を
除
く
。
以
下
向
じ
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)
に
つ
い

て
は
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放
送
番
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綴
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送
番
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番
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る
士
事
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